
 

 

 

 

 

 

  

 

訪問看護(介護保険) 
契 約 書 

重要事項説明 

個人情報同意書 

株式会社 K´ｓ   

訪問看護ステーションひなた 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



訪問看護契約書 
 

 

 利用者              （以下「甲」という。）と事業者 訪問看護ステーションひなた （以下「乙」とい

う。）とは、訪問看護サービスの利用に関して次のとおり契約を結びます。  

  

（目的）  

第１条 乙は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、甲がその有する能力に応じて可能な限

り自立した日常生活を営むことができるよう、甲の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指

すことを目的として訪問看護サービスを提供します。  

２ 乙は、訪問看護サービスの提供にあたっては、甲の要介護状態区分及び甲の被保険者証に記載され

た認定審査会意見に従います。  

  

（契約期間）  

第２条 この契約書の契約期間は、利用者の終了意思表示されるまでのまでとします。但し、上記の契約

期間の満了日前に、甲が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護（支援）認定有効期間の満了日

が更新された場合には、変更後の要介護（支援）認定有効期間の満了日までとします。  

２ 前項の契約期間の満了日の７日前までに甲から更新拒絶の意思表示がない場合は、この契約は同一

の内容で自動更新されるものとし、その後もこれに準じて更新されるものとします。  

３ 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、更新前の契約期間の満了日の翌日から更新後

の要介護（支援）認定有効期間の満了日までとします。  

  

（運営規程の概要）  

第３条 乙の運営規程の概要（事業の目的、職員の体制、訪問看護サービスの内容等）、従業者の勤務の

体制等は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。  

  

（訪問看護計画の作成・変更）  

第４条 乙は、主治医の指示、甲の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問看護計画を作成し、訪

問看護計画作成後も当該実施状況の把握に努めます。  

２ 訪問看護計画には、療養上の目標や目標達成のための具体的なサービス内容等を記載します。  

３ 訪問看護計画は、居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成します。  

４ 乙は、次のいずれかに該当する場合には、第１条に規定する訪問看護サービスの目的に従い、訪問看

護計画の変更を行います。  

 

 

 (1) 甲の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、当該訪問看護計画を変更する必要があ

る場合  

 (2) 甲が訪問看護サービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合  

５ 前項の変更に際して、居宅サービス計画の変更が必要となる場合は、速やかに甲の居宅介護支援事

業者に連絡するなど必要な援助を行います。  

６ 乙は、訪問看護計画を作成し又は変更した際には、これを甲及びその後見人又は家族に対し説明し、

その同意を得るものとします。  

７ 訪問看護サービスの内容を変更した場合、甲と乙とは、甲が変更後に利用する訪問看護サービスの



内容、利用回数、利用料及び介護保険の適用の有無について記載した契約書別紙サービス内容説明

書を添付した利用サービス変更合意書を交わします。  

  

（主治医との関係）  

第５条 乙は、訪問看護サービスの提供を開始する際には、主治医の指示を文書で受けます。  

２ 乙は、主治医に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治医との密接な連携を図ります。  

 

（担当の訪問看護員）  

第６条 乙は、甲のため、担当の訪問看護員を定め、甲に対して訪問看護サービスを提供します。  

２ 乙は、担当の訪問看護員を選任し、又は変更する場合には、甲の状況とその意向に配慮して行います。  

３ 甲は、乙に対し、いつでも担当の訪問看護員の変更を申し出ることができます。  

４ 乙は、前項の申出があった場合、第１条に規定する訪問看護サービスの目的に反するなど変更を拒

む正当な理由がない限り、甲の希望に添うように担当の訪問看護員を変更します。  

  

（訪問看護サービスの内容及びその提供）  

第７条 乙は、担当の訪問看護員を派遣し、契約書別紙サービス内容説明書に記載した内容の訪問看護

サービスを提供します。  

２  乙は、甲に対して訪問看護サービスを提供するごとに、当該サービスの提供日及び内容、介護保険

から支払われる報酬等の必要事項を、甲が依頼する居宅介護支援事業者が作成する所定の書面に記

載し、甲の確認を受けることとします。  

３  乙は、甲の訪問看護サービスの実施状況等に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存し

なければなりません。  

４  甲及びその後見人（後見人がいない場合は甲の家族）は、必要がある場合は、乙に対し前項の記録

の閲覧及び自費による謄写を求めることができます。ただし、この閲覧及び謄写は、乙の業務に支障

のない時間に行うこととします。  

 

（居宅介護支援事業者等との連携）  

第８条 乙は、甲に対して訪問看護サービスを提供するにあたり、甲が依頼する居宅介護  

支援事業者又はその他保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めま  

す。  

 

（協力義務）  

第９条 甲は、乙が甲のため訪問看護サービスを提供するにあたり、可能な限り乙に協力しなければな

りません。  

 

（苦情対応）  

第１０条 乙は、苦情対応の責任者及びその連絡先を明らかにし、乙が提供した訪問看護サービスについ

て甲、甲の後見人又は甲の家族から苦情の申立てがある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行い

ます。  

２ 乙は、甲、甲の後見人又は甲の家族が苦情申し立て等を行ったことを理由として、甲に対し何ら不利

益な取扱いをすることはできません。  

 

（緊急時の対応）  

第１１条 乙は、現に訪問看護サービスの提供を行っているときに甲に容態の急変が生じた場合、必要に



応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を取るなど必要な対応を講じます。  

 

（費用）  

第１２条  乙が提供する訪問看護サービスの利用単位毎の利用料その他の費用は、別紙重要事項説明

書に記載したとおりです。  

２ 甲は、サービスの対価として、前項の費用の額をもとに月ごとに算定された利用者負担額を乙に支

払います。  

３  乙は、提供する訪問看護サービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそ

のサービスの内容及び利用料金を説明し、甲の同意を得ます。  

４  乙は、乙の通常の事業の実施地域以外にある甲の居宅を訪問して訪問看護サービスを行う場合に

は、前二項に定める費用のほか、それに要した交通費の支払いを甲に請求することができます。  

５  乙は、前項に定める費用の額にかかるサービスの提供にあたっては、あらかじめ甲に対し、当該サ

ービスの内容及び費用について説明を行い、甲の同意を得なければなりません。  

６  乙は、甲が正当な理由もなく訪問看護サービスの利用をキャンセルした場合は、キャンセルした時

期に応じて、契約書別紙サービス内容説明書に記載したキャンセル料の支払いを求めることができま

す。  

７  乙は、訪問看護サービスの利用単位毎の利用料及びその他の費用の額を変更しようとする場合は、

１カ月前までに甲に対し文書により通知し、変更の申し出を行います。  

８  乙は、前項に定める料金の変更を行う場合には、新たな料金に基づく別紙重要事項説明書及び契

約書別紙サービス内容説明書を添付した利用サービス変更合意書を交わします。  

 

（利用者負担額の滞納）  

第１３条 甲が正当な理由なく利用者負担額を２カ月以上滞納した場合は、乙は、３０日以上の期間を定

めて、利用者負担額を支払わない場合には契約を解除する旨の催告をすることができます。  

２  前項の催告をしたときは、乙は、甲の居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者と、甲の日

常生活を維持する見地から居宅サービス計画の変更、介護保険外の公的サービスの利用について必

要な協議を行うものとします。  

３  乙は、前項に定める協議を行い、かつ甲が第１項に定める期間内に滞納額の支払いをしなかったと

きは、この契約を文書により解除することができます。  

４  乙は、前項の規定により解除に至るまでは、滞納を理由として訪問看護サービスの提供を拒むこと

はありません。  

  

（秘密保持）  

第１４条 乙は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た甲及びその後見人又は家族の秘密を漏ら

しません。  

２  乙及びその従業員は、サービス担当者会議等において、甲及びその後見人又は家族に関する個人

情報を用いる必要がある場合には、甲及びその後見人又は家族に使用目的等を説明し同意を得なけ

れば、使用することができません。  

（甲の解除権）  

第１５条 甲は、７日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。  

 

（乙の解除権）  

第１６条 乙は、甲が法令違反又はサービス提供を阻害する行為をなし、乙の再三の申し入れにもかかわ

らず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難になったときは、３０日



間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。  

２  乙は、前項によりこの契約を解除しようとする場合は、前もって、主治医、甲の居宅サービス計画を

作成した居宅介護支援事業者、公的機関等と協議し、必要な援助を行います。 

  

（契約の終了）  

第１７条 次に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。  

1  甲が要介護（支援）認定を受けられなかったとき。  

2  第２条１項及び２項により、契約期間満了日の７日前までに甲から更新拒絶の申し出があり、 

かつ契約期間が満了したとき。  

 3  甲が第１５条により契約を解除したとき。  

  4  乙が第１３条又は第１６条により契約を解除したとき。  

  5  甲が介護保険施設や医療施設等へ入所又は入院等をしたとき。  

6  甲が死亡したとき。  

7 下記のような行為があり、ハラスメントに該当するとみなされる場合  

■暴力又は乱暴な言動、無理な要求 ・物を投げつける ・刃物を向ける、服を引きちぎる、手を払い

のける ・怒鳴る、奇声、大声を発する ・中傷などの迷惑行為・対象範囲外のサービスの強要  

■セクシュアルハラスメント ・介護従事者の体を触る、手を握る ・腕を引っ張り抱きしめる  

・性的な話し卑猥な言動をする など  

■その他 ・介護従事者の自宅の住所や電話番号を聞く ・ストーカー行為 など  

 

（虐待防止のための措置に関する事項） 

 第18条 事業所は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよ う努めるもの

とする。  

１ 虐待防止委員会を設置し、委員長を虐待防止に関する責任者とする。  

２ 虐待防止委員会は必要に応じ成年後見制度等必要な制度の利用支援をおこなう。  

３ 虐待防止員会は虐待の防止のための指針を整備し、必要時に外部機関との連携を 図る。  

４ 虐待防止委員会は定期的に会議を開催しその結果を公表し従業者に対して周知徹底をおこなう 

５ 虐待防止委員会は従業者に対して定期的に研修を開催する。  

 

（業務継続計画の策定等） 

 第19条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看 護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に 従い、必要な措置を講じるものとする。  

２ 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な 研修及び訓練を定

期的に実施するものとする。  

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の 変更を行うもの

とする。  

（衛生管理・感染症対策等）  

第20条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の 各号に掲げる措

置を講じるものとする。  

1 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会 （テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月 に１回以上開催するとともに、その結果

位について、従業者に周知徹底を図る。 

2 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。  



3 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修 及び訓練を定期的に

実施する。 

第21条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整

備する。 

2 採用時研修 採用後3か月以内 

3 継続研修 年2回 

4 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

5 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく

なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むこととす

る 

 

（損害賠償）  

第22条 乙は、訪問看護サービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに甲の後見人及

び家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。  

２ 前項において、事故により甲又はその家族の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、乙は速やか

にその損害を賠償します。ただし、乙に故意・過失がない場合はこの限りではありません。  

３ 前項の場合において、当該事故発生につき甲に重過失がある場合は、損害賠償の額を減額すること

ができます。  

  

（利用者代理人）  

第23条 甲は、代理人を選任してこの契約を締結させることができ、また、契約に定める権利の行使と

義務の履行を代理して行わせることができます。  

２ 甲の代理人選任に際して必要がある場合は、乙は成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の内容を

説明するものとします。  

（合意管轄）  

第24条 この契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、那覇地方裁判所を管轄裁判所

とすることに合意します。  

（協議事項）  

第25条 この契約に定めのない事項については、介護保険法等の関係法令に従い、甲乙の協議により

定めます。  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 重 要 事 項 説 明 書  （訪問看護用） 
 
あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている指定訪問看護サービスについて、契約を締結

する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれ

ば、遠慮なく質問をしてください。 

この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成 11年厚生省令第 37号）」第 8条の規定に基づき、指定訪問看護サービス提供

契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

１ 指定訪問看護サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 株式会社Ｋ’ｓ 

代 表 者 氏 名 代表取締役 小谷 篤 

本 社 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

沖縄県南城市玉城字親慶原１５３番地２ 

電話：098-948-7180 ﾌｧｯｸｽ番号 098-948-7181  

法人設立年月日 平成２７年１月９日 

 

２ 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 訪問看護ステーションひなた 

介護 保険指 定 

事 業 者 番 号 
沖縄県指定  （指定事業者番号）４７６１３９０１５４ 

事業 所所在 地 沖縄県南城市玉城字親慶原１５３番地２ 

連 絡 先 

相談 担当者 名 

電話：098-948-7180   FAX：098-948-7181  

相談担当者氏名：小谷 篤 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
南城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、その他地域応相談。 

 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

 

株式会社Ｋ’ｓが開設する指定訪問看護ステーションひなたが行う指定訪問

看護の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項

を定め、ステーションの看護師その他の従業者が、要介護状態にあり、かかり

つけの医師が指定訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問看

護を提供することを目的とします。 

運 営 の 方 針 

 

ステーションの看護師等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日

常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療

養が継続できるように支援する。また、事業の実施に当たっては、関係市町

村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービ

スの提供に努める。 

 

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

 

営 業 日 
月曜日から金曜日まで。ただし、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始 

（12月 30日から 1月 3日）、旧盆（旧暦 7月 15日）を除く。 

営 業 時 間 
午前８：３０から午後５：３０までとする。 

※24時間の連絡・対応体制を整えております。 



(4) 事業所の職員体制 

管理者 
（職 名） 管理者兼看護師 

（氏  名） 小谷 篤 

職 職 務 内 容 人 員 数 

管理者 

管理者は、ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護

の利用の申込みに係る調整、業務実施状況の把握その他の

管理を一元的に行います。 

兼 務 1名 

看護職 
（看護師・准看護師） 

看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成

し、指定訪問看護の提供に当たります。 

常勤換算 

2.5名以上 

作業療法士 
作業療法士等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を看

護師と共同作成し、リハビリテーションの提供に当たります。 

常勤換算 

1名 

事務員 業務の事務全般を行います。 1名 

 

３ 提供するサービスの内容及び費用について 

(1) 提供するサービスの内容について 

① 病状等観察：病状等を記録し、観察をする。 

② 療養指導、処置：病状に対して、的確な処置、予防、管理、指導を施す。 

③ 療養環境整備：居宅の療養環境整備をはかる。 

④ 食事：食事の援助や訓練を行う。 

⑤ 入浴：清拭や入浴の援助や訓練を行う 

⑥ 排泄：トイレ援助やおむつ交換を行う。 

⑦ リハビリテーション：・体位変換、移動、関節などの運動 ・日常生活動作の訓練を行う 

⑧ 家族等支援：介護方法の助言、家族からの相談対応を行う。 

⑨ その他：・認知症の介護相談や指導、・悪化防止、事故防止の相談、 

⑩ 精神的支援：精神、心理的な 

⑪ 看護 ・不安な精神心理状態のケア ・生活リズムの取り方  社会生活への復帰援助 

(2) 提供するサービスの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）について 

■介護保険対象の方■ 介護保険からの訪問看護サービスを利用する場合は、自己負担額は原則とし

て基本利用料金の1割です。但し、介護保険の給付範囲を超えたサービスの利用については、全額自己

負担となります。  
1 回の所要時間 

（自己負担金/1回）     20分未満 ３0分未満 
30 分以上 

1 時間未満 

1 時間以上 

1 時間30分未

満 

看護師の場合 

（1割負担の場合） 

303 単位 

（303円） 

451 単位 

（451 円） 

794単位 

（794 円） 

1090単位

（1090円） 

理学療法士、作業療

法士等の場合 

284単位（284円） 1単位につき（1単位 20分） 

1日3回以上の場合は90/100 

① 上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、ご利用者のケアプランに

定められた時間を基準とします。 ご本人の区分割合により 金額が変わります。 

② ご契約者に保険料などの滞納がある場合は、介護保険適用であっても一旦利用料は全額自己負担

となります。当事業所はサービス提供証明書を発行いたします。 

③ 上記料金のほかに24時間の連絡対応を希望される場合は【緊急時訪問看護加算】5,740円(574

円)、特別な管理を要する方には状態によって【特別管理加算】5,000円(500円)または2,500円

(250円)が月の初回に、ターミナルケアを行った場合は要件によって【ターミナル加算】25000円

（2500円）が死亡月に加算されます。 (負担割合に対して金額の変動があります。) 

④ その他の加算については、別途説明いたします。 



４ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）その他の費用の請求及び支払い方法について 

 

① 利用料、利用者負担額

（介護保険を適用する場

合）、その他の費用の請

求方法等 

ア 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の

額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求い

たします。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月 15 日までに

利用者あてお届け（郵送）します。  

② 利用料、利用者負担額

（介護保険を適用する場

合）、その他の費用の支

払い方法等 

ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内

容を照合のうえ、請求月の 20 日までに、下記のいずれかの方法によ

りお支払い下さい。 

(ア)利用者指定口座からの自動振替(毎月 27日) 

(イ)現金支払い 

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書を

お渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。（医療費控除

の還付請求の際に必要となることがあります。） 

※ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、正当な理由が

ないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督促から 14 日以内に支払いが

無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。 

 

５ 担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について 

利用者のご事情により、担当する訪問看護員の変更を希望される場合は、下のご相談担当者までご

相談ください。 

           相談担当者氏名    小谷 篤 
         連絡先電話番号   098-948-7180   同ﾌｧｯｸｽ番号  098-948-7181 

         受付日及び受付時間  月曜日から金曜日  平日 8：30～17：30 

 

※ 担当する看護職員しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の

人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。 

 

６ サービスの提供にあたって 

（1） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定

の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更が

あった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合

であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている

要介護認定の有効期間が終了する 30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 

（3） 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケア

プラン）」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、｢訪問看護計画｣を作成します。なお、作成

した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくよう

お願いします 

（4） サービス提供は「訪問看護計画｣に基づいて行ないます。なお、「訪問看護計画」は、利用者等の心

身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます 

（5） 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないます

が、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。 

 

 



７ （虐待防止のための措置に関する事項） 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 小谷 篤 

（2） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

（3） 虐待防止委員会を設置し、委員長を虐待防止に関する責任者とします。  

 虐待防止委員会は必要に応じ成年後見制度等必要な制度の利用支援をおこないます 

 

（4） 虐待防止員会は虐待の防止のための指針を整備し、必要時に外部機関との連携を図ります 

（5） 虐待防止委員会は定期的に会議を開催し、その結果を公表し従業者に対して周知徹底を行い

ます 

（6） 虐待防止委員会は従業者に対して定期的に研修を開催します  

 

8 （業務継続計画の策定等）  

1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとします 

２ 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施するものとします 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ業務継続計画の変更を行

うものとします 

 

9 （衛生管理・感染症対策等）  

（1） 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置

を講じるものとします  

（2） 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（3） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会 （テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、

その結果位について、従業者に周知徹底を図ります 

（4） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します 

（5） 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期

的に実施します 

 

10 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する秘

密の保持について 

 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関

する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を

遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、

サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密

を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了し

た後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の

秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなく

なった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者と

の雇用契約の内容とします。  



② 個人情報の保護について 

 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス

担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。 

② また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意

を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人

情報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる

記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、

善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三

者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてそ

の内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加ま

たは削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目

的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示

に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となりま

す。)  
 

11 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師

への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

 

12 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者

に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速や

かに行います。 

 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

保険会社名 一般社団法人全国訪問看護事業協会 

保険名   訪問看護事業者総合補償制度 

保障の概要 支払限度額 １名・１事故 １億５千万円 

 

13 身分証携行義務 

訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求め

られた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

14 心身の状況の把握 

指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じ

て、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めるものとします。 

 

15 居宅介護支援事業者等との連携 

① 指定訪問看護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの

提供者と密接な連携に努めます。 

② サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用

者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

③ サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した

書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

16 サービス提供の記録 

① 指定訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了



時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に

交付します。 

② 指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はその完結の日から

から 5年間保存します。 

③ 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求するこ

とができます。 

④ 提供した指定訪問看護に関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記

載します。 

 

17 衛生管理等 

① 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

② 指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 

18 サービス提供に関する相談、苦情について 

苦情申立の窓口 

南城市役所生きがい推進課  
所在地  南城市佐敷字新里 1８70番地 

電話番号 ０９８－917-5489 

受付曜日 月曜日～金曜日 受付時間 ８：３０～１７：１５ 

八重瀬町役場社会福祉課 
所在地  八重瀬町字東風平 1188 

電話番号 ０９８－９９８－９５９８ 

受付曜日 月曜日～金曜日 受付時間 ８：３０～１７：１５ 

与那原町役場福祉課 
所在地  与那原町字上与那原 16番地 

電話番号 ０９８－９４５－１５２５ 

受付曜日 月曜日～金曜日 受付時間 ８：３０～１７：１５ 

南風原町役場保健福祉課 
所在地  南風原町字兼城６８６番地 

電話番号 ０９８－８８９－４４１６ 

受付曜日 月曜日～金曜日 受付時間 ８：３０～１７：１5 

国民健康保険団体連合会 
所在地  那覇市西３丁目１４番１８号 （国保会館） 

電話番号 ０９８－８６３－２３２１ ＦＡＸ０９８－８６７－６７５８ 

受付曜日 月曜日～金曜日 受付時間 ９：００～１７：００ 

沖縄県社会福祉協議会 

所在地 那覇市首里石嶺町４－３７３－１（沖縄県総合福祉センタ
ー内） 

電話番号 ０９８－８８７－２０００ ＦＡＸ ０９８－８８７－２０２４ 

受付曜日 月曜日～金曜日 受付時間 ９：００～１７：００ 

沖縄県福祉サービス 

運営適正化委員会 

所在地  那覇市首里石嶺町４－３７３－１（沖縄県総合福祉セン
ター内） 

電話番号 ０９８－８８２－５７０４ 

受付曜日 月曜日～金曜日 受付時間 ９：００～１７：００ 

 

この契約の成立を証するため本証２通を作成し、甲乙各署名押印して１通ずつを保有します。 

またこの文書が契約書の一部になることについても同意します 



サービス体制加算同意書 

 
（24 時間対応体制加算・特別管理加算・長時間対応体制加算・複数名訪問看護加算・難病等複数回訪

問看護加算） 

□ a 私は、貴訪問看護ステーションの24 時間対応体制加算により、緊急時の場合、相談ま

たは訪問看護を利用するため、24時間対応体制加算を算定することに同意します。 

□ b 私は、病気の状態から、（          ）管理が必要な為、特別管理加算を算定するこ

とに同意します。 

□ c 私は、長時間の訪問を要する場合に対し、1 回の訪問が、90 分を超えた場合、週1 回

（15 歳未満の超重症児、準超重症児については週3 回）長時間訪問看護加算を算定すること

を同意します。 

□ d 私は、必要があって同時に複数の訪問看護師による指定法訪問看護を実施した場合、複

数名訪問看護を算定することに同意します 

□ e 私は、複数回の訪問の必要があり、指定訪問看護を実施した場合、難病等複数回訪問看

護加算を算定することに同意します。 
 

個人情報利用同意書 
＜個人情報保護の趣旨＞ 

当社が保有する利用者及びそのご家族に関する個人情報については、正当な理由なく第三者

に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

 

＜個人情報利用範囲＞ 

利用者及びそのご家族の個人情報利用については、解決すべき問題や課題など、情報を共有

する必要がある場合、および以下の場合に用いらせていただきます。 

◼ 適切なサービスを円滑に行うために、連携が必要な場合の情報共有のため 

◼ サービス提供に掛かる請求業務などの事務手続き 

◼ サービス利用にかかわる管理運営のため 

◼ 緊急時の医師・関係機関への連絡のため 

◼ ご家族及び後見人様などへの報告のため 

◼ 当社の職員研修などにおける資料のため 

◼ 当社の受け入れる看護学生の実習のため 

◼ 法令上義務付けられている、関係機関（医療・警察・消防等）からの依頼があった場合 

◼ 損害賠償責任などにかかる公的機関への情報提供が必要な場合 

◼ 特定の目的のために同意を得たものについては、その利用目的の範囲内で利用する   

 

＜肖像権について＞ 

当社の、ホームページ・パンフレット・社内研修・掲示物・広報誌などにおいて、ご利用者様の映

像・写真を使用させていただきたい場合がございます。使用につきまして以下に○をご記入下

さい。 

同 意 する     同意しない 



  

 訪問看護サービスの提供開始に際し、利用者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明

しました。 以上の契約の内容及び重要事項説明書・サービス体制加算・個人情報保護

の同意書・利用料金について内容を確認し、サービスを契約します。 

 
 
    令和      年      月      日 

 

  

 

    利用者甲             住所  

  

                        氏名                            

  

    代理人（選任した場合）  住所  

  

                        氏名                            

                                           [続柄]  

電話番号                  

  

 

  

      事業者乙（法人）   株式会社Ｋ’ｓ 

     事業所名        訪問看護ステーションひなた 

住   所        沖縄県南城市玉城字親慶原１５３番地２ 

     代表者名         小谷 篤                   

 

 

 

 

  

 

   

 

 

               

 

 


